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長野県告示第331号

　長野県松本地域振興局長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の

規定による公共測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和７年７月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　作業種類

　　公共測量　用地測量

２　作業期間

　　令和６年９月１日から令和７年６月26日まで

３　作業地域

　　塩尻市

建設政策課

長野県告示第332号

　地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第12号）附則第２条第１項の規定により、県営住宅の家賃及び

県営住宅を退去した者の滞納家賃の収納の事務（上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、茅野市、東御市、諏訪郡及び下伊那郡

の区域に所在する県営住宅に係る事務に限る。）を次のとおり委託しました。

　　令和７年７月17日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　受託者住所

　　長野市大字南長野南県町1003番地１

２　受託者氏名

　　長野県住宅供給公社

３　委託期間

　　令和７年４月１日から令和８年３月31日まで

建築住宅課公営住宅室


